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(57)【要約】
【課題】排紙トレイへ排出された記録用紙の取り出しを
円滑かつ容易に実行することが可能な画像形成装置およ
び排紙トレイ切り替え方法を提供する。
【解決手段】排紙分配設定手段３５は、操作表示部３４
への入力（指示）に基づいて第１排紙トレイ５５および
第２排紙トレイ５６のいずれへ記録用紙をどのような分
配枚数で排出するか設定する。つまり、排紙分配設定手
段３５は、印字要求に対応して排出される記録用紙の枚
数（排紙枚数）について分配区分を設定することにより
、排紙分配先に予め割り当てた分配枚数に基づいて各排
紙トレイ（第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ５
６）へ記録用紙を分配する機能を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排紙分配先としての第１排紙トレイおよび第２排紙トレイへ印字した記録用紙を排出す
る排紙ユニットを備える画像形成装置であって、
　前記第１排紙トレイおよび前記第２排紙トレイそれぞれへ排出する記録用紙の分配区分
の設定に応じて、前記第１排紙トレイへ排出した記録用紙が前記第１排紙トレイの収納容
量未満の分配枚数で前記第１排紙トレイから前記第２排紙トレイへ排出先を切り替える構
成としてあること
　を特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記分配区分を設定するための排紙分配設定手段を備えることを特徴とする請求項１に
記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記分配区分は、排紙枚数に基づいて設定してあることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記分配区分は、排紙部数に基づいて設定してあることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記分配区分は、ジョブに基づいて設定してあることを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記分配区分は、処理機能モードに基づいて設定してあることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　先の排出先とした前記第１排紙トレイへの記録用紙の排出を終了して次の排出先として
の前記第２排紙トレイへ排出先を切り替えたとき、前記第１排紙トレイへ排出した記録用
紙を外部へ取り出させる取り出し要求報知信号を発生する構成としてあることを特徴とす
る請求項１ないし請求項６のいずれか一つに記載の画像形成装置。
【請求項８】
　先の排出先とした前記第２排紙トレイへの記録用紙の排出を終了して次の排出先として
の前記第１排紙トレイへ排出先を切り替えたとき、前記第２排紙トレイへ排出した記録用
紙を外部へ取り出させる取り出し要求報知信号を発生する構成としてあることを特徴とす
る請求項１ないし請求項６のいずれか一つに記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記第１排紙トレイへ排出された記録用紙の取り出しを検出する第１取り出し検出手段
、および前記第２排紙トレイへ排出された記録用紙の取り出しを検出する第２取り出し検
出手段を備え、前記第１排紙トレイからの記録用紙の取り出しが検出されたときに前記第
１排紙トレイへの以降の記録用紙の排出を継続し、前記第２排紙トレイからの記録用紙の
取り出しが検出されたときに前記第２排紙トレイへの以降の記録用紙の排出を継続する構
成としてあることを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれか一つに記載の画像形成
装置。
【請求項１０】
　前記第１排紙トレイまたは前記第２排紙トレイからの記録用紙の取り出しが検出されな
いときは、以降の印字処理を停止する構成としてあることを特徴とする請求項１ないし請
求項８のいずれか一つに記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　排紙分配先としての第１排紙トレイおよび第２排紙トレイに印字した記録用紙を排出す
る排紙ユニットを備える画像形成装置での排紙トレイ切り替え方法であって、
　前記第１排紙トレイおよび前記第２排紙トレイそれぞれへ排出する記録用紙の分配区分
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を設定することにより、前記第１排紙トレイへ排出した記録用紙が前記第１排紙トレイの
収納容量未満の分配枚数で前記第１排紙トレイから前記第２排紙トレイへ排出先を切り替
えること
　を特徴とする排紙トレイ切り替え方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の排紙トレイを備える画像形成装置およびそのような画像形成装置での
排紙トレイ切り替え方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の画像形成装置は、従来の画像形成装置に比較して印字速度の高速化が求められる
ようになっている。印字速度が高速化された画像形成装置では、高速化に伴って印字処理
枚数が多くなり、１度の印字ジョブで多量枚数の印字要求がなされる場合がある。
【０００３】
　したがって、印字速度が高速化された画像形成装置では、印字ジョブを途中で停止させ
ないために、給紙部に複数の給紙トレイや大容量給紙カセット（ＬＣＣ：Ｌａｒｇｅ　Ｃ
ａｐａｃｉｔｙ　Ｃａｓｓｅｔｔｅ）が配置されている。
【０００４】
　他方、排紙収納部は、印字された記録用紙を収納するための排紙トレイが配置されるの
みで、多量枚数の印字要求をしても排紙分配先（排紙トレイ）には限界がある。つまり、
排出された記録用紙のスタッキング性の向上、画像形成装置の機能として有するシフター
機能など、画像形成装置の製作時に考慮された特性を損なうような記録用紙の取り出しが
行われる可能性がある。
【０００５】
　従来の高速機としての画像形成装置は、例えば６０枚／分程度の印字処理能力であった
が、最近の高速機としての画像形成装置は、例えば１００枚／分程度の印字処理能力を有
するようになっている。したがって、大量の印字処理を行なうときに、排紙トレイに排出
される記録用紙の枚数が大量となり、排紙トレイからの記録用紙の取り出しを円滑に実行
することが困難な状態となっている。
【０００６】
　すなわち、排紙収納部（排紙トレイ）に多量に排出され収納された記録用紙をユーザが
取り出すような場合、例えば１，０００枚程度の記録用紙を収納した状態となっていると
き、排出された記録用紙を的確かつ迅速に取り出すことは困難となっているのが実情であ
る。
【０００７】
　例えば、１０００枚の収納容量を有する排紙トレイを２段（第１排紙トレイ、第２排紙
トレイ）備える高速機の場合、２５００枚の印字処理を行なうとき、第１排紙トレイに１
０００枚が排紙され満杯状態となった後、続けて第２排紙トレイに１０００枚が排紙され
る（例えば、特許文献１参照。）。第２排紙トレイへ記録用紙が排出される状態のときに
、第１排紙トレイへ排出された記録用紙を取り出すことが必要となるが、第１排紙トレイ
から記録用紙を取り出そうとしても、１０００枚の記録用紙は重量が大きく、また、かさ
ばることから簡単に取り出すことは困難である。
【０００８】
　つまり、第２排紙トレイに１０００枚が排出され満杯状態となった状態で記録用紙の排
出（つまり印字処理）は一端停止することが必要となり、有効な高速印字が行われない状
態となる。また、満杯状態の第１排紙トレイ、第２排紙トレイから記録用紙を取り出すこ
とは上述したとおり困難が伴う。
【０００９】
　したがって、画像形成装置の高速化に伴い、給紙機能に加えて排紙機能（記録用紙の取
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り出し容易性）などの周辺機能の向上あるいは変更が必要な状況となっている。
【特許文献１】特開２００１－１７１８８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、複数の排紙トレイを備える画像
形成装置であって、各排紙トレイへ排出する記録用紙の分配区分を設定して排紙トレイの
収納容量未満の分配枚数で排紙分配先としての排紙トレイ（排出先）を切り替える構成と
することにより、排紙トレイへ排出された記録用紙の取り出しを円滑かつ容易に実行する
ことが可能な画像形成装置および排紙トレイ切り替え方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る画像形成装置は、排紙分配先としての第１排紙トレイおよび第２排紙トレ
イへ印字した記録用紙を排出する排紙ユニットを備える画像形成装置であって、前記第１
排紙トレイおよび前記第２排紙トレイそれぞれへ排出する記録用紙の分配区分の設定に応
じて、前記第１排紙トレイへ排出した記録用紙が前記第１排紙トレイの収納容量未満の分
配枚数で前記第１排紙トレイから前記第２排紙トレイへ排出先を切り替える構成としてあ
ることを特徴とする。
【００１２】
　この構成により、印字要求（印字要求枚数）に対応して排出される記録用紙を排紙分配
先に予め割り当てた分配区分に基づいて各排紙トレイへ排出することができることから、
各排紙トレイに大量に排出される記録用紙をユーザが処理しやすい分配枚数に調整（設定
、選択）することが可能となり、高速かつ大量の印字処理により排紙トレイに収納された
記録用紙の取り出しを円滑に実行することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記分配区分を設定するための排紙分配設定手
段を備えることを特徴とする。
【００１４】
　この構成により、排紙分配先に対応させた分配枚数の設定を容易に行なうことが可能と
なる。
【００１５】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記分配区分は、排紙枚数に基づいて設定して
あることを特徴とする。
【００１６】
　この構成により、排紙枚数に応じて排紙分配先（第１排紙トレイおよび第２排紙トレイ
）および分配枚数を設定し、排出先を切り替えることが可能となる。
【００１７】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記分配区分は、排紙部数に基づいて設定して
あることを特徴とする。
【００１８】
　この構成により、排紙部数に応じて排紙分配先（第１排紙トレイおよび第２排紙トレイ
）および分配枚数を設定し、排出先を切り替えることが可能となる。
【００１９】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記分配区分は、ジョブに基づいて設定してあ
ることを特徴とする。
【００２０】
　この構成により、ジョブに応じて排紙分配先（第１排紙トレイおよび第２排紙トレイ）
および分配枚数を設定し、排出先を切り替えることが可能となる。
【００２１】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記分配区分は、処理機能モードに基づいて設
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定してあることを特徴とする。
【００２２】
　この構成により、処理機能モードに応じて排紙分配先（第１排紙トレイおよび第２排紙
トレイ）および分配枚数を設定し、排出先を切り替えることが可能となる。
【００２３】
　また、本発明に係る画像形成装置では、先の排出先とした前記第１排紙トレイへの記録
用紙の排出を終了して次の排出先としての前記第２排紙トレイへ排出先を切り替えたとき
、前記第１排紙トレイへ排出した記録用紙を外部へ取り出させる取り出し要求報知信号を
発生する構成としてあることを特徴とする。
【００２４】
　この構成により、第２排紙トレイへ記録用紙を排出しているときに第１排紙トレイへ排
出された記録用紙の取り出しを確実に実行させることが可能となり、第２排紙トレイへの
記録用紙の排出に引き続いてさらに第１排紙トレイへの継続的な記録用紙の排出が可能と
なる。
【００２５】
　また、本発明に係る画像形成装置では、先の排出先とした前記第２排紙トレイへの記録
用紙の排出を終了して次の排出先としての前記第１排紙トレイへ排出先を切り替えたとき
、前記第２排紙トレイへ排出した記録用紙を外部へ取り出させる取り出し要求報知信号を
発生する構成としてあることを特徴とする。
【００２６】
　この構成により、第１排紙トレイへ記録用紙を排出しているときに第２排紙トレイに排
出された記録用紙の取り出しを確実に実行させることが可能となり、第１排紙トレイへの
記録用紙の排出に引き続いてさらに第２排紙トレイへの継続的な記録用紙の排出が可能と
なる。
【００２７】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記第１排紙トレイへ排出された記録用紙の取
り出しを検出する第１取り出し検出手段、および前記第２排紙トレイへ排出された記録用
紙の取り出しを検出する第２取り出し検出手段を備え、前記第１排紙トレイからの記録用
紙の取り出しが検出されたときに前記第１排紙トレイへの以降の記録用紙の排出を継続し
、前記第２排紙トレイからの記録用紙の取り出しが検出されたときに前記第２排紙トレイ
への以降の記録用紙の排出を継続する構成としてあることを特徴とする。
【００２８】
　この構成により、各排紙トレイからの記録用紙の取り出しを確認した後に、以降の記録
用紙の排出を継続することから、排紙ジャムを確実に防止することが可能となる。
【００２９】
　また、本発明に係る画像形成装置では、前記第１排紙トレイまたは前記第２排紙トレイ
からの記録用紙の取り出しが検出されないときは、以降の印字処理を停止する構成として
あることを特徴とする。
【００３０】
　この構成により、各排紙トレイからの記録用紙の取り出しを確認できないときは、以降
の印字処理を停止することから、排紙ジャムを確実に防止することが可能となる。
【００３１】
　また、本発明に係る排紙トレイ切り替え方法は、排紙分配先としての第１排紙トレイお
よび第２排紙トレイに印字した記録用紙を排出する排紙ユニットを備える画像形成装置で
の排紙トレイ切り替え方法であって、前記第１排紙トレイおよび前記第２排紙トレイそれ
ぞれへ排出する記録用紙の分配区分を設定することにより、前記第１排紙トレイへ排出し
た記録用紙が前記第１排紙トレイの収納容量未満の分配枚数で前記第１排紙トレイから前
記第２排紙トレイへ排出先を切り替えることを特徴とする。
【００３２】
　この構成により、大量印字の場合でも各排紙トレイに所望枚数の記録用紙を排出して排
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紙トレイを切り替えることが可能となることから、ユーザが処理しやすい範囲の分配枚数
に調整することが可能となる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明に係る画像形成装置および排紙トレイ切り替え方法によれば、印字要求に応じて
排出すべき記録用紙について分配区分を設定して排紙トレイの収納容量未満の分配枚数を
各排紙トレイに割り当てることから、各排紙トレイに排出される記録用紙をユーザが処理
しやすい分配枚数に調整することが可能となり、高速かつ大量の印字処理により排紙トレ
イに収納された記録用紙の取り出しを円滑に実行することが可能となるという効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００３５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置の構成概要を示す側面図である。
【００３６】
　本実施の形態に係る画像形成装置１は、外部から取得した画像データに対応させて所定
のシート（記録用紙）に例えばモノクロ画像を形成する構成としてある。なお、以下にお
いて「画像形成」を「印字」として記載することがある。
【００３７】
　画像形成装置１は、記録用紙に対する画像形成の処理を行なう画像形成機構部（露光ユ
ニット１１、現像器１２、感光体１３、帯電器１４、クリーナユニット１５、定着ユニッ
ト１６など）、画像形成機構部へ給紙搬送路１７ａを介して記録用紙を供給する給紙カセ
ット１８、排紙搬送路１７ｂを介して印字処理を終了した記録用紙を排出する排紙ユニッ
ト５０などにより構成してある。なお、給紙搬送路１７ａ、排紙搬送路１７ｂを区別する
必要が無い場合は、単に用紙搬送路１７という。
【００３８】
　給紙カセット１８は、画像形成に使用するシート（用紙用紙）を供給するためのトレイ
であり、定型サイズの記録用紙を５００ないし１５００枚収納可能な複数のトレイで構成
してある。また、画像形成装置１は、高速印字が可能な構成としてあることから、給紙部
としての給紙カセット１８に加えて大容量給紙カセット（以下、ＬＣＣとする。）１８ａ
が外付けしてある。ＬＣＣ１８ａは、例えば、６０００ないし７０００枚の給紙を行なう
ことが可能である。この構成により、高速印字の場合でも給紙不足の発生を防止すること
が可能となり、高速印字の機能を有効に発揮させることができる。
【００３９】
　また、画像形成装置１は、外部から画像データを取得する機構としての画像読み取り部
１９を備える。画像読み取り部１９は、高速での読み取りを可能とするオート・シート・
フィーダ（ＡＳＦ）を備え高速印字に対応する構成としてある。なお、画像読み取り部１
９以外の手段によっても画像データを取得することが可能であり、例えば、ファクシミリ
通信部３２（図３参照。）により、あるいはデータ通信部３３（図３参照。）により画像
データを取得する構成としてあることが好ましい。
【００４０】
　これらの画像データの取得態様（取得方法あるいは印字要求）に応じて処理機能モード
を変更する構成としてある。例えば、複写機としての機能（コピア機能）、印刷機として
の機能（プリンタ機能）、さらに写真電送機としての機能（ファクシミリ機能）に対応す
る印字要求を処理する処理機能モードを備える構成としてあることが好ましい。
【００４１】
　帯電器１４は、感光体１３（感光ドラム）の表面を所定の電位に均一に帯電させるため
の帯電手段でありチャージャ型の帯電器としてある。なお、チャージャ型以外の接触型（
ローラ型やブラシ型）の帯電器を用いることも可能である。
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【００４２】
　露光ユニット１１は、レーザ照射部および反射ミラーを備えたレーザスキャニングユニ
ット（ＬＳＵ）を用いて構成してある。なお、例えばＥＬやＬＥＤなどの発光素子をアレ
イ状に並べた書込みヘッドを用いることも可能である。また、露光ユニット１１（画像形
成装置１）は、複数のレーザ光を利用した２ビーム画像形成手法を採用し、照射タイミン
グの高速化を図ることにより高速印字処理が可能な構成としてある。
【００４３】
　画像データに対応したレーザビームがレーザ照射部から発生され、帯電器１４によって
均一に帯電された感光体１３にレーザビームが照射（入力）される。したがって、感光体
１３の表面は入力された画像データに応じたレーザビームにより露光され、感光体１３の
表面には、画像データに応じた静電潜像が形成されることとなる。
【００４４】
　現像器１２は感光体１３上に形成された静電潜像を黒トナーで顕像化するものである。
また、クリーナユニット１５は、現像・画像転写後における感光体１３上の表面に残留し
たトナーを、除去・回収するものである。
【００４５】
　感光体１３上に顕像化された静電像は、静電像が有する電荷とは逆極性の電界が転写機
構２０（例えば、転写ベルトユニット）から搬送される記録用紙に印加されることにより
、記録用紙上に転写される。例えば、静電像がマイナス極性の電荷を有しているときは、
転写機構２０の印加極性はプラス極性とされる。
【００４６】
　転写機構２０は、所定の抵抗値（１×１０9～１×１０13Ω・ｃｍの範囲）を有する転
写ベルトが駆動ローラ、従動ローラおよび他のローラで架橋状態として配置され、感光体
１３と転写ベルトとの接触部には駆動ローラ、従動ローラとは異なった導電性で転写電界
を印加することが可能な弾性導電性ローラが配置してある。接触部を弾性導電性ローラと
することにより、感光体１３と転写ベルトが線接触でなく、所定の幅（転写ニップと呼ば
れる。）を有する面接触となる。つまり、面接触とすることにより搬送される記録用紙へ
の転写効率の向上を図ることが可能となる。
【００４７】
　なお、転写ベルトの転写領域の下流側には、搬送された記録用紙が転写領域で印加され
た電界を除電し、次工程への搬送をスムーズに行なうための除電ローラが転写ベルトの背
面に配置されている。また、転写ベルトのトナー汚れと転写ベルトの除電を行なうクリー
ニングユニット、除電機構が転写機構２０には配置されている。
【００４８】
　転写機構２０で記録用紙上に転写された静電像（未定着トナー）は、定着ユニット１６
に搬送される。定着ユニット１６は、加熱ローラ、加圧ローラを備えており、加熱ローラ
６１の内周部には加熱ローラの表面を所定温度（定着設定温度：概ね１６０～２００℃）
に維持する熱源を有する。また、所定の圧力で加圧ローラを加熱ローラに圧接する加圧部
材が加圧ローラの両端部に配置される。
【００４９】
　加熱ローラと加圧ローラの圧接部（定着ニップ部と呼ばれる。）に搬送された記録用紙
は、加熱加圧される。したがって、記録用紙上の未定着トナーは、加熱ローラの表面温度
で溶融され、加圧ローラの圧接力による投鋲作用で記録用紙上に定着することとなる。
【００５０】
　画像形成装置１は、高速印字の機能をさらに生かすために排紙収納部としての排紙ユニ
ット５０を排紙搬送路１７ｂに隣接させて配置してある。排紙ユニット５０は、排紙取り
出しの容易さを考慮してＬＣＣ１８ａとは反対側の側面に配置してある。
【００５１】
　図２は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置の排紙ユニットの構成概要を示す側面
図であり、（Ａ）は第１排紙トレイへ排出する場合を示し、（Ｂ）は第２排紙トレイへ排
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出する場合を示す。
【００５２】
　本実施の形態に係る画像形成装置１の一部を構成する排紙ユニット５０は、排紙分配先
（排出先ともいう。）としての第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ５６（第１排紙
トレイ５５および第２排紙トレイ５６を区別する必要がない場合には単に排紙トレイとも
いう。）を備え、排紙搬送路１７ｂから搬送された記録用紙を第１排紙トレイ５５および
第２排紙トレイ５６のいずれかに排出する構成としてある。排紙トレイを少なくとも２個
とした場合について説明するが、排紙トレイの数をさらに増やすことも可能である。
【００５３】
　排紙搬送路１７ｂから搬送された記録用紙は、排出先切り替え爪５１ａにより排紙分配
先としての排紙トレイ（第１排紙トレイ５５、第２排紙トレイ５６）を切り替えられ、第
１排紙搬送路１７ｃを選択された場合は第１排紙トレイ５５へ排出され（同図Ａ）、第２
排紙搬送路１７ｄを選択された場合は第２排紙トレイ５６へ排出される（同図Ｂ）。排出
先切り替え爪５１ａは、排出先切り替え部５１（図３参照。）により制御される。
【００５４】
　第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ５６の位置は、トレイ位置制御部５２により
適宜調整され、例えば第２排紙トレイ５６へ記録用紙が排出されているときは、第１排紙
トレイ５５を上方へ移動させることが可能である。第１排紙トレイ５５が上方へ移動する
ことから、第２排紙トレイ５６へ排出された記録用紙を拡大された空間を利用して容易に
かつ迅速に取り出すことが可能となる。なお、第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ
５６の位置は、トレイ位置制御部５２の制御により排紙状態と適宜同期させることが可能
である。
【００５５】
　第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ５６は、例えばそれぞれ２０００枚、合計で
４０００枚の排紙（排出された記録用紙）を収納する収納容量を有し、高速印字への対応
が可能な仕様としてある。つまり、大きな収納容量とすることにより印字ジョブを停止す
ることなく排紙（記録用紙の排出）を継続できる構成としてある。
【００５６】
　印字された記録用紙の排出は、通常は第１排紙トレイ５５に対して実行され、次に第２
排紙トレイ５６に対して実行される構成としてある。本実施の形態に係る画像形成装置１
は、第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ５６それぞれへ排出する記録用紙に対して
分配区分を設定（各排紙分配先への分配枚数の割り当て）する。
【００５７】
　つまり、各排紙分配先に対して分配枚数を設定することにより、例えば先の排紙分配先
とした第１排紙トレイ５５での収納容量未満（つまり、その排紙トレイが満杯になる前）
の分配枚数で排紙分配先を切り替えて第２排紙トレイ５６を次の排紙分配先とする構成と
してある。なお、排紙トレイを３個以上とした場合についても同様に分配区分を設定する
ことが可能である。
【００５８】
　この構成により、印字要求（印字要求枚数）に対応する排紙枚数を排紙分配先に予め分
配した分配枚数に対応させて指定した排紙トレイへ指定した分配枚数の記録用紙を分配（
排出）することが可能となる。したがって、排紙トレイに大量に排出される記録用紙をユ
ーザが処理しやすい分配枚数に調整（設定、選択）することが可能となり、高速かつ大量
の印字処理で排紙トレイに収納された記録用紙の取り出しを円滑かつ迅速に実行すること
ができる。つまり、印字ジョブを停止させないで記録用紙を取り出すことが可能となり、
排紙ジャムを防止することができる。
【００５９】
　図３は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置の機能制御ブロックの構成概要を示す
ブロック図である。
【００６０】
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　本実施の形態に係る画像形成装置１は、中央処理装置（ＣＰＵ）で構成される中央制御
部３０を備える。中央制御部３０には、画像形成処理部３１、画像読み取り部１９、ファ
クシミリ通信部３２、データ通信部３３、操作表示部３４、排紙分配設定手段３５、排出
先切り替え部５１、トレイ位置制御部５２などがバス３０ｂを介して接続され、相互に連
携して画像形成装置１の機能をコンピュータ制御する構成としてある。
【００６１】
　各部（画像形成処理部３１、画像読み取り部１９、ファクシミリ通信部３２、データ通
信部３３、操作表示部３４、排紙分配設定手段３５、排出先切り替え部５１、トレイ位置
制御部５２など）がそれぞれの機能を実行するときに必要なコンピュータプログラムは、
中央制御部３０による制御が可能な態様で予めインストールしてある。例えば、中央制御
部３０は、図示しないプログラムメモリを備えることができ、必要なプログラムをプログ
ラムメモリにインストールしておくことが可能である。
【００６２】
　画像形成処理部３１は、画像読み取り部１９、ファクシミリ通信部３２、データ通信部
３３が取得した画像データに対応する画像を記録用紙に形成する画像形成機構部（露光ユ
ニット１１、現像器１２、感光体１３、帯電器１４、クリーナユニット１５、定着ユニッ
ト１６など）および給紙部（給紙カセット１８およびＬＣＣ１８ａ）などを制御する構成
としてある。
【００６３】
　画像読み取り部１９は一般的な複写機（コピア）として画像データを取得し、ファクシ
ミリ通信部３２は公衆回線（不図示）を介して写真電送機（ファクシミリ）として画像デ
ータを取得し、データ通信部３３はＬＡＮ（不図示）を介して印刷機（プリンタ）として
画像データを取得する構成としてあることが好ましい。
【００６４】
　したがって、画像形成装置１は、ユーザが操作表示部３４から入力した指示（印字要求
）に基づいてコピアとして機能（動作）し、ファクシミリ通信部３２での受信（印字要求
）に基づいてファクシミリとして機能（動作）し、あるいは、データ通信部３３での受信
（印字要求）に基づいてプリンタとして機能（動作）する構成としてある。
【００６５】
　つまり、画像形成装置１は、複写機（コピア）、印刷機（プリンタ）、写真電送機（フ
ァクシミリ）それぞれに対応する印字要求を処理する態様としての処理機能モードについ
て一連の画像形成（印字処理および排紙処理）を実行する構成としてある。
【００６６】
　操作表示部３４は、画像形成装置１をコピアとして操作する場合、表示部と操作部を兼
用できる表示式のタブレットで構成してある。したがって、操作表示部３４に入力された
指示に基づいて中央制御部３０が対応する各部を制御することにより、画像形成装置１の
複写機機能が実行される。なお、操作表示部３４は、操作性を考慮して画像形成装置１の
手前上面に配置される（不図示）。
【００６７】
　排紙分配設定手段３５は、操作表示部３４への入力（指示）に基づいて第１排紙トレイ
５５および第２排紙トレイ５６のいずれへ記録用紙をどのような分配枚数で排出するか設
定する。つまり、各排紙トレイへ排出する記録用紙の分配区分を設定する。なお、分配区
分は、例えば排紙分配先および排紙分配先に対する分配枚数で規定することができる。
【００６８】
　また、排紙分配設定手段３５は、設定した分配区分に基づいて排紙ユニット５０（排出
先切り替え部５１、トレイ位置制御部５２）に対して記録用紙の排出を実行する構成とし
てある。つまり、排紙分配設定手段３５は、印字要求（印字要求枚数）に対応して排出さ
れる記録用紙の枚数（排紙枚数）について分配区分を設定することにより、排紙分配先に
予め割り当てた分配枚数に基づいて各排紙トレイ（第１排紙トレイ５５および第２排紙ト
レイ５６）へ記録用紙を分配する機能を有する。
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【００６９】
　したがって、画像形成装置１は、排紙トレイ（第１排紙トレイ５５および第２排紙トレ
イ５６）に大量に排出される記録用紙の分配枚数をユーザが処理しやすい枚数に調整（設
定、選択）することが可能となり、高速かつ大量の印字処理によって各排紙トレイに収納
された記録用紙の取り出しを円滑に実行することが可能となる。
【００７０】
　排出先切り替え部５１は、記録用紙の排出先を第１排紙トレイ５５および第２排紙トレ
イ５６のいずれとするか制御するため、記録用紙の分配枚数に基づく排紙分配設定手段３
５からの指示に従って排出先切り替え爪５１ａ（図２参照。）の切り替えを制御する。
【００７１】
　トレイ位置制御部５２は、排出先の切り替え状態に応じて第１排紙トレイ５５および第
２排紙トレイ５６の位置を適宜調整する構成としてある（図２参照。）。つまり、第１排
紙トレイ５５への記録用紙の排出を終了し、排出先を第１排紙トレイ５５から第２排紙ト
レイ５６へ切り替えて第２排紙トレイ５６への記録用紙の排出を行なっているときは、第
１排紙トレイ５５の位置を上方へ移動させることにより、第２排紙トレイ５６への記録用
紙の排出が終了した状態での第２排紙トレイ５６からの記録用紙の取り出しを容易とする
ことができる。なお、第１排紙トレイ５５の移動は、第１排紙トレイ５５からの排紙の取
り出しを検知した後に実行する形態とすることが好ましい。
【００７２】
　図４および図５は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置での処理フローの一例を示
すフローチャートである。
【００７３】
　本実施の形態に係る画像形成装置１は、中央制御部３０および各部（画像形成処理部３
１、画像読み取り部１９、ファクシミリ通信部３２、データ通信部３３、操作表示部３４
、排紙分配設定手段３５、排出先切り替え部５１、トレイ位置制御部５２など）により以
下の処理フローを制御、実行する構成としてある。なお、排紙分配設定手段３５は、ハー
ドウエアで構成する必要はなく、例えば、コンピュータプログラムで実現する構成として
ある。
【００７４】
　ステップＳ１：
　画像形成装置１は、印字要求を受け付ける。印字要求（印字ジョブ）には、例えば複写
機（コピア）として機能する場合の印字枚数の設定入力などが含まれる。印字要求を受け
付けた後、ステップＳ２へ進む。
【００７５】
　例えば複写機として動作する場合には、印字要求は、操作表示部３４からの入力で特定
される。なお、印字ジョブには、複写機の場合での印字ジョブに限らず、ファクシミリ、
プリンタの場合での印字ジョブについても対象とすることができる。
【００７６】
　ステップＳ２：
　入力された印字ジョブは多量印字か否かを判定する。多量印字とは、例えば、第１排紙
トレイ５５または第２排紙トレイ５６の収納容量を超える印字要求を意味する。したがっ
て、第１排紙トレイ５５、第２排紙トレイ５６それぞれが１０００枚の収納容量を有する
ときに、１８００枚の印字要求があった場合は、多量印字と判定される。
【００７７】
　多量印字でない場合（ステップＳ２：ＮＯ）は、ステップＳ３へ進む。多量印字の場合
（ステップＳ２：ＹＥＳ）は、ステップＳ１０へ進む。なお、多量印字か否かの判定は、
例えば排紙分配設定手段３５で実行させることが可能である。
【００７８】
　ステップＳ３：
　多量印字でないことから、通常の印字処理を画像形成処理部３１により実行し、ステッ
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プＳ４へ進む。
【００７９】
　ステップＳ４：
　通常の印字処理であることから、印字された記録用紙（排紙）を第１排紙トレイ５５に
排出し、ステップＳ５へ進む。なお、排出先切り替え部５１、トレイ位置制御部５２は、
通常の印字処理に対応して所定の位置（通常位置）を維持する構成としてある。
【００８０】
　ステップＳ５：
　次の印字ジョブがあるか否かを判定する。次の印字ジョブがない場合は、そのまま待機
状態として処理フローを終了する。また、次の印字ジョブがある場合は、ステップＳ２へ
戻る。なお、次の印字ジョブがあるか否かの判定は、例えば中央制御部３０で実行させる
ことが可能である。
【００８１】
　ステップＳ１０：
　印字枚数（印字要求枚数）は、排紙を第１排紙トレイ５５に収納するとして、取り出し
が容易か否かを判定する。排紙の取り出しが容易の場合（ステップＳ１０：ＹＥＳ）は、
ステップＳ３へ進む。排紙の取り出しが容易でない場合（ステップＳ１０：ＮＯ）は、ス
テップＳ１１へ進む。なお、排紙の取り出しが容易か否かの判定は、例えば排紙分配設定
手段３５で実行させることが可能である。
【００８２】
　取り出しが容易か否かの判定基準は、例えば、ユーザの取り出し能力（例えば体力で定
まる取り出し能力）に応じて設定しておくことが可能である。あるいは、ユーザの平均的
な能力を基準にして画像形成装置１に予め設定しておくことも可能である。
【００８３】
　例えば、排紙トレイの収納容量が１０００枚である場合、１枚の厚さが１００ミクロン
の記録用紙であれば、１０００枚ではおよそ１０ｃｍ強となり、１０００枚を一度に取り
出すことは現実的でないことから、例えば約半分強の６００枚を判定基準として設定する
ことができる。
【００８４】
　ステップＳ１１：
　排紙の取り出しが容易でないことから、印字された記録用紙を各排紙トレイへ分配して
排出する排紙分配を選択する旨の表示を行なう。表示は、例えば操作表示部３４を用いて
行なう。表示した後、ステップＳ１２へ進む。
【００８５】
　排紙分配を選択する旨の表示としては、例えば、「排紙枚数が多量です。排紙トレイを
分割して排紙します。第１排紙トレイおよび第２排紙トレイへの排紙枚数を選定入力して
ください。」といった内容のメッセージとすることが可能である。このような「メッセー
ジ」を操作表示部３４に表示させる指示は、例えば排紙分配設定手段３５により出力させ
ることが可能である。
【００８６】
　したがって、６００枚を判定基準とした場合に、印字枚数が９００枚であれば「メッセ
ージ」を表示することとなる。
【００８７】
　ステップＳ１２：
　排紙分配の内容（排出する記録用紙の分配区分）を例えば排紙分配設定手段３５により
設定する。この設定は、ユーザに選択させる構成としても良いし、また、画像形成装置１
に予めいくつかの排紙分配の態様を設け、その中から選択する構成としても良い。「分配
区分」は、例えば「排紙分配先およびその排紙分配先へ予め割り当てる排紙枚数（分配枚
数）」で規定することが可能である。
【００８８】
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　なお、分配区分で設定される排紙枚数は、排紙トレイの収納容量未満の枚数（分配枚数
）に設定し、排紙トレイの収納容量未満の分配枚数で排紙トレイを切り替える構成とする
ことから、ユーザが取り出しやすい分配枚数に設定することが可能となり、排紙トレイに
排出された記録用紙を容易に取り出すことが可能となる。
【００８９】
　「排紙分配の内容」の設定では、例えば、排紙分配（の内容）を「排紙枚数」「排紙部
数」のいずれに基づいて設定するかを選択させる。
【００９０】
　排紙枚数に基づいて分配枚数を設定する場合、例えば以下のように設定することにより
、分配枚数に応じて排紙分配先を選定、切り替える構成とすることが可能となる。
【００９１】
　例えば、第１排紙トレイ５５、第２排紙トレイ５６共に１０００枚の収納容量がある場
合、１６００枚の印字要求に対して、第１排紙トレイ５５に８００枚、第２排紙トレイ５
６に８００枚をそれぞれ排出させる分配区分（分配枚数）とすれば良い。なお、８００枚
×２分割という数値（分配区分（分配枚数））は、ユーザに入力させる形態としても良い
。
【００９２】
　あるいは、画像形成装置１に予め基準値を設定しておいて、基準値に対して選定させる
形態としても良い。例えば、第１排紙トレイ５５の収納容量を超え、かつ超えた分量を第
２排紙トレイ５６で収納することが可能な状態（印字要求が１０００枚以上で２０００枚
未満）であることから、できるだけ「均等に２分割」するプログラムを予め設定し、イン
ストールしておくことが可能である。
【００９３】
　また、８００枚の取り出しが困難なユーザの場合は、例えば、４００枚×４分割の分配
区分（分配枚数）、つまり「第１排紙トレイ５５への排紙４００枚→第２排紙トレイ５６
への排紙４００枚および第１排紙トレイ５５から排紙４００枚の取り出し→第１排紙トレ
イ５５への排紙４００枚および第２排紙トレイ５６から排紙４００枚の取り出し→第２排
紙トレイ５６への排紙４００枚および第１排紙トレイ５５から排紙４００枚の取り出し→
第２排紙トレイ５６から排紙４００枚の取り出し」として取り出す形態とすることが可能
である。なお、４００枚×４分割という数値（分配区分（分配枚数））は、ユーザに入力
させる形態としても良い。
【００９４】
　あるいは、画像形成装置１に予め基準値を設定しておいて、基準値に対して選定させる
形態としても良い。例えば、排紙分配を設定するときの第１排紙トレイ５５、第２排紙ト
レイ５６への排紙枚数の最大値を６００枚に設定し、１２００枚を超える印字要求に対し
てはできるだけ均等に分割するプログラムを設定し、インストールしておくことが可能で
ある。このとき、例えば１６００枚を６００枚以下で均等に分配できるのは４００枚とな
る。
【００９５】
　記録用紙４００枚の取り出しは、一般的にどのようなユーザであっても容易に行なえる
ことから、排紙トレイ（第１排紙トレイ５５、第２排紙トレイ５６）の切り替え状態のと
きに他方の排紙トレイから迅速に取り出すことが可能となり、高速印字の機能を有効に生
かすことが可能となる。
【００９６】
　さらに、４００枚×４分割の代わりに、「５００枚（第１排紙トレイ５５の１回目）→
３００枚（第２排紙トレイ５６の１回目）→５００枚（第１排紙トレイ５５の２回目）→
３００枚（第２排紙トレイ５６の２回目）」の組み合わせとすることも可能である。記録
用紙を取り出しやすい第１排紙トレイ５５に比較して記録用紙を取り出しにくい第２排紙
トレイ５６の記録用紙の枚数を少なくすることにより、第２排紙トレイ５６からの記録用
紙の取り出しを容易かつ迅速に行なうことが可能となる。
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【００９７】
　排紙分配の内容を設定する本ステップでは、各排紙トレイの収納容量未満の分配枚数で
排出先を切り替える構成とすることから、排紙の総枚数に応じて排紙分配先を選定、切り
替える態様を設定することが可能となる。なお、設定に際しては、画像形成装置１が基準
値を提示し、ユーザがそれに対して適宜対応する対話形式のプログラムとすることが好ま
しい。このときの基準値は、例えば排紙分配設定手段３５により操作表示部３４へ出力、
表示させることが可能である。
【００９８】
　また、排紙部数に基づいて分配枚数を設定する場合、例えば以下のように処理すること
が可能であり、分配枚数に応じて排紙分配先を選定、切り替える構成とすることが可能と
なる。
【００９９】
　例えば、第１排紙トレイ５５、第２排紙トレイ５６共に１０００枚の収納容量がある場
合、１部３００枚を５部の印字要求、つまり合計１５００枚の印字要求に対して、第１排
紙トレイ５５に３部（９００枚）、第２排紙トレイ５６に２部（６００枚）をそれぞれ排
出させる分配区分（分配枚数）とすることができる。
【０１００】
　つまり、排紙部数に対応させて排紙区分先と分配枚数を割り当てることにより分配区分
を設定して、排紙トレイの収納容量未満の分配枚数で排紙分配先を切り替える構成とする
ことが可能となり、従来のように例えば４部目が第１排紙トレイ（９０１枚目から１００
０枚目）と第２排紙トレイ（１００１枚目から１２００枚目）とに分離されるといった不
都合な排出を生じるおそれがない。
【０１０１】
　また、１部３００枚を５部の印字要求に対して、９００枚の取り出しが困難なユーザの
場合は、例えば、部数５を３分割の分配区分（分配枚数）、つまり「２部（第１排紙トレ
イ５５に２部６００枚）→２部（第２排紙トレイ５６に２部６００枚）→１部（第１排紙
トレイ５５に１部３００枚）」として取り出す形態とすることが可能である。
【０１０２】
　上述したとおり、排紙分配の内容を枚数基準または部数基準で設定することが可能であ
るが、その他に、ジョブ、処理機能モードに基づいて分配枚数を設定する構成とすること
が好ましい。
【０１０３】
　例えば、第１のユーザからの印字要求（第１のジョブ）に対しては、第１排紙トレイ５
５を適用し、第２のユーザからの印字要求（第２のジョブ）に対しては、第２排紙トレイ
５６を適用するなどとして、ジョブごとに排紙トレイを区分した分配区分（分配枚数）と
することが可能である。なお、排紙トレイの収納容量未満の分配枚数で排紙分配先を切り
替えることは、上述した例と同様である。
【０１０４】
　この構成により、排紙トレイに対応させて排出された記録用紙とジョブとの関連性を維
持することが可能となり、各ジョブに対する記録用紙がジョブ間で混同するおそれが全く
生じない。
【０１０５】
　なお、ここでは、ジョブとしてユーザ（第１のユーザおよび第２のユーザ）による区分
を例として説明したが、同一のユーザでの異なる単位情報による区分（書類Ａは第１排紙
トレイ５５に排紙、書類Ｂは第２排紙トレイ５６に排紙）とすることも当然可能である。
【０１０６】
　また、処理機能モードによる分配枚数の場合は、例えば、画像形成装置１が備える複写
機機能（コピア）、印刷機機能（プリンタ）、写真電送機機能（ファクシミリ）などの処
理機能モードに対応させて、処理機能モードごとに排紙トレイを区分した分配区分（分配
枚数）とすることが可能である。なお、排紙トレイの収納容量未満の分配枚数で排紙分配
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先を切り替えることは、上述した例と同様である。
【０１０７】
　この構成により、排紙された記録用紙と処理機能モードとで相互に関連性を維持するこ
とが可能となり、各処理機能モードに対する排紙が処理機能モード間で混同するおそれが
全く生じない。
【０１０８】
　ステップＳ１３：
　ステップＳ１２で設定された排紙分配の内容（分配区分（排紙分配先および分配枚数）
）を確認させるために排紙分配の内容を操作表示部３４へ表示する。このときの表示例は
、例えば「トレイ名称」および「分配枚数」をセットにして排出順に列挙する形式とする
ことが可能である。排紙分配の内容を表示することにより、排紙分配の内容（分配枚数）
の理解を容易にし、正確に把握することが可能となる。
【０１０９】
　例えば、上述した１６００枚を排紙分配する最後の例では、「以下の内容で排紙分配し
ます。確認後、印字処理を実行してください。」「１：第１排紙トレイ＝５００枚、２：
第２排紙トレイ＝３００枚、３：第１排紙トレイ＝５００枚、４：第２排紙トレイ＝３０
０枚」のような表示をさせることが可能である。
【０１１０】
　ステップＳ２０・ステップＳ２１：
　分配区分の内容（排紙分配先および分配枚数）を確認（ステップＳ１３）した後、印字
処理を実行する（ステップＳ２０）。印字された記録用紙は、まず第１排紙トレイ５５へ
排出される（ステップＳ２１）。なお、第１排紙トレイ５５への排紙枚数は適宜の計数手
段により計数することが可能である。
【０１１１】
　ステップＳ２２：
　第１排紙トレイ５５へ排出された記録用紙を確認（計数手段により計数した排紙枚数を
確認）し、第１排紙トレイ５５への排紙枚数が分配枚数に到達したか否かを判定する。排
紙枚数が分配枚数に到達したか否かの判定は、第１排紙トレイ５５へ分配して排出すると
した分配枚数を例えば適宜の一時記憶メモリ（不図示）に記憶しておき第１排紙トレイ５
５について計数した排紙枚数と比較して実行することができる。
【０１１２】
　第１排紙トレイ５５への排紙枚数が分配枚数に到達していない場合（ステップＳ２２：
ＮＯ）は、ステップＳ２０へ戻る。第１排紙トレイ５５への排紙枚数が分配枚数に到達し
ている場合（ステップＳ２２：ＹＥＳ）は、ステップＳ２３へ進む。
【０１１３】
　ステップＳ２３：
　第１排紙トレイ５５に対して所定の分配枚数が排出されたことから、印字処理を一時停
止し、ステップＳ２４へ進む。印字処理を一時停止することにより、容易かつ確実に排紙
分配および記録用紙の取り出しを実行することが可能となる。
【０１１４】
　ステップＳ２４：
　印字処理を一時停止した状態で、排出先切り替え部５１により、排出先を第１排紙トレ
イ５５から第２排紙トレイ５６へ切り替える。なお、排出先を第２排紙トレイ５６に切り
替えた旨を操作表示部３４に表示する。排出先を切り替えたことを表示することにより、
ユーザは確実かつ安定した状態で第１排紙トレイ５５から記録用紙を取り出すことが可能
となる。このとき、上述したとおりトレイ位置制御部５２を用いて第１排紙トレイ５５の
位置を変更することが可能である。
【０１１５】
　ステップＳ３０・ステップＳ３１：
　排出先を第１排紙トレイ５５から第２排紙トレイ５６へ切り替えた（ステップＳ２４）
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後、印字処理を実行（再開）する（ステップＳ３０）。印字された記録用紙は、切り替え
られた排紙分配先である第２排紙トレイ５６へ排紙される（ステップＳ３１）。なお、第
２排紙トレイ５６への排紙枚数は適宜の計数手段により計数することが可能である。
【０１１６】
　先の排出先としての第１排紙トレイ５５への排紙を終了し、次の排出先としての第２排
紙トレイ５６へ排出先を切り替えたとき、つまり、第１排紙トレイ５５へ排出（ステップ
Ｓ２１）した記録用紙を外部へ取り出させる取り出し要求報知信号をステップＳ３０（な
いしＳ３２の間）で発生する構成とすることが好ましい。
【０１１７】
　なお、記録用紙の取り出し要求報知信号の発生は、例えば操作表示部３４への表示、発
音手段（不図示）による警告音（または警告音声）の発生などの形態で実行することが可
能であり、高速排紙に伴う排紙ジャムを容易かつ確実に防止することが可能となる。
【０１１８】
　この構成により、第２排紙トレイ５６へ記録用紙を排出しているときに、第１排紙トレ
イ５５に排出された記録用紙の取り出しを確実に実行させることが可能となり、第２排紙
トレイ５６への排紙に引き続いて再度第１排紙トレイ５５への記録用紙の継続的な排出が
可能となる。
【０１１９】
　ステップＳ３２：
　第２排紙トレイ５６へ排出された記録用紙を確認（計数手段により計数した排紙枚数を
確認）し、第２排紙トレイ５６への排紙枚数が分配枚数に到達したか否かを判定する。排
紙枚数が分配枚数に到達したか否かの判定は、第２排紙トレイ５６へ分配して排出すると
した分配枚数を例えば適宜の一時記憶メモリ（不図示）に記憶しておき第２排紙トレイ５
６について計数した排紙枚数と比較して実行することができる。
【０１２０】
　第２排紙トレイ５６への排紙枚数が分配枚数に到達していない場合（ステップＳ３２：
ＮＯ）は、ステップＳ３０へ戻る。第２排紙トレイ５６への排紙枚数が分配枚数に到達し
ている場合（ステップＳ３２：ＹＥＳ）は、ステップＳ３３へ進む。
【０１２１】
　ステップＳ３３：
　排出先を再度第１排紙トレイ５５へ切り替えるか否かを判定する。分配区分が例えば３
分割以上の場合は、第１排紙トレイ５５へ記録用紙を排出することが必要となる。３分割
以上として分配区分を設定した場合（ステップＳ３３：ＹＥＳ）は、ステップＳ２０へ戻
る。なお、ステップＳ２０へ戻るとき、ステップＳ２３と同様に印字処理を停止する。２
分割として分配区分を設定した場合（ステップＳ３３：ＮＯ）は、ステップＳ３４へ進む
。
【０１２２】
　ステップＳ３３からステップＳ２０へ戻るとき、あるいは、ステップＳ３３からステッ
プＳ３４へ進むとき、排出された記録用紙が第１排紙トレイ５５または第２排紙トレイ５
６から取り出されたか否かを検出する構成（不図示）とすることが好ましい。
【０１２３】
　つまり、第１排紙トレイ５５へ排出された記録用紙の取り出しを検出する第１取り出し
検出手段（不図示）、および第２排紙トレイ５６へ排出された記録用紙の取り出しを検出
する第２取り出し検出手段（不図示）を排紙ユニット５０に備え、第１排紙トレイ５５ま
たは第２排紙トレイ５６からの記録用紙の取り出しが検出されたときに以降の印字処理（
記録用紙の排出）を継続する構成とする。なお、第１取り出し検出手段および第２取り出
し検出手段としては、例えば、重量センサその他のメカニカルな検出センサを適用するこ
とが可能である。
【０１２４】
　つまり、第１排紙トレイ５５からの記録用紙の取り出しが検出されたときに第１排紙ト
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レイ５５への記録用紙の排出を継続し、第２排紙トレイ５６からの記録用紙の取り出しが
検出されたときに第２排紙トレイ５６への記録用紙の排出を継続する構成とする。
【０１２５】
　例えば、「第１排紙トレイ５５への記録用紙の排出→第２排紙トレイ５６への記録用紙
の排出」のとき、第１排紙トレイ５５へ排出した記録用紙の取り出しが検出されていない
状態では、第１排紙トレイ５５への以降の継続的な記録用紙の排出を実行しない形態とす
る。また、「第１排紙トレイ５５への記録用紙の排出→第２排紙トレイ５６への記録用紙
の排出→第１排紙トレイ５５への記録用紙の排出」（３分割以上の分配区分による記録用
紙の排出）として、第１排紙トレイ５５へ再度の記録用紙の排出を実行するとき（ステッ
プＳ２０ないしステップＳ２２）、第２排紙トレイ５６へ排出した記録用紙の取り出しが
検出されていない状態では、第２排紙トレイ５６への以降の継続的な記録用紙の排出を実
行しない形態とする。
【０１２６】
　この構成とすることにより、各排紙トレイからの記録用紙の取り出しを確認した後に、
以降の排出を継続することから、排紙ジャムを確実に防止することが可能となる。
【０１２７】
　なお、排紙分配を実行したとき、第１排紙トレイ５５または第２排紙トレイ５６からの
記録用紙の取り出しが検出されないときは、以降の印字処理を停止する構成とすることが
好ましい。この構成とすることにより、各排紙トレイからの記録用紙の取り出しを確認で
きないときは、以降の印字処理（排紙）を停止することから、排紙ジャムを確実に防止す
ることが可能となる。
【０１２８】
　なお、排紙枚数が多く、第１排紙トレイ５５および第２排紙トレイ５６への記録用紙の
排出後、先の排出先としての第２排紙トレイ５６への記録用紙の排出を終了して次の排出
先として再度第１排紙トレイ５５へ排出先を切り替えたとき（ステップＳ３３：ＹＥＳ）
、第２排紙トレイ５６へ排出（ステップＳ３１）した記録用紙を外部へ取り出させる取り
出し要求報知信号を以降のステップＳ２０（ないしステップＳ２２の間）で発生する構成
とすることが好ましい。
【０１２９】
　なお、記録用紙の取り出し要求報知信号の発生は、上述した形態（ステップＳ３０、ス
テップＳ３１）で実行することが可能であり、高速排紙に伴う排紙ジャムを容易かつ確実
に防止することが可能となる。
【０１３０】
　この構成により、第１排紙トレイ５５へ記録用紙を排出しているときに、第２排紙トレ
イ５６に排出された記録用紙の取り出しを実行させることが可能となり、第１排紙トレイ
５５への記録用紙の排出に引き続いて第２排紙トレイ５６への記録用紙の継続的な排出が
可能となる。
【０１３１】
　ステップＳ３４：
　ステップＳ５と同様に対応する。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の構成概要を示す側面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の排紙ユニットの構成概要を示す側面図
であり、（Ａ）は第１排紙トレイへ排出する場合を示し、（Ｂ）は第２排紙トレイへ排出
する場合を示す。
【図３】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の機能制御ブロックの構成概要を示すブ
ロック図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る画像形成装置での処理フローの一例を示すフローチャ
ートである。
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【図５】本発明の実施の形態に係る画像形成装置での処理フローの一例を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【０１３３】
　１　画像形成装置
　１１　露光ユニット
　１２　現像器
　１３　感光体
　１４　帯電器
　１５　クリーナユニット
　１６　定着ユニット
　１７　用紙搬送路
　１７ａ　給紙搬送路
　１７ｂ　排紙搬送路
　１７ｃ　第１排紙搬送路
　１７ｄ　第２排紙搬送路
　１８　給紙カセット
　１８ａ　大容量給紙カセット（ＬＣＣ）
　１９　画像読み取り部
　２０　転写機構
　３０　中央制御部
　３１　画像形成処理部
　３２　ファクシミリ通信部
　３３　データ通信部
　３４　操作表示部
　３５　排紙分配設定手段
　５０　排紙ユニット
　５１　排出先切り替え部
　５２　トレイ位置制御部
　５５　第１排紙トレイ
　５６　第２排紙トレイ
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